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法学研究75巻6号（2002：6）

張
済
国
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
張
済
国
君
の
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
ク
リ
ン
ト
ン
政
権

の
北
朝
鮮
政
策
1
そ
の
変
容
過
程
を
中
心
に
ー
」
は
、
一
九
九

三
年
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
以
下
、
北
朝
鮮
）
の
核
兵
器

開
発
疑
惑
を
契
機
に
開
始
さ
れ
た
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
北
朝
鮮
と
の

接
触
が
、
ど
の
よ
う
な
変
容
過
程
を
通
し
て
、
当
初
の
「
無
視
・
強

硬
」
政
策
か
ら
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
の
史
上
初
の
米
国
務
長
官
の
平

壌
訪
問
に
ま
で
発
展
し
た
の
か
を
立
体
的
に
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
そ
の
政
策
変
容
の
原
因
を
分
析
す
る
過
程
に
お
い
て
、
米

国
の
世
界
戦
略
お
よ
び
北
東
ア
ジ
ア
政
策
が
北
朝
鮮
政
策
形
成
に
与

え
た
影
響
、
韓
国
フ
ァ
ク
タ
ー
、
北
朝
鮮
の
対
米
接
近
、
米
政
府
内

の
北
朝
鮮
政
策
形
成
を
め
ぐ
る
政
策
決
定
力
学
、
政
策
変
容
に
お
け

る
政
策
決
定
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
役
割
な
ど
を
綿
密
に
考
察
し
、
「
政
策

の
立
案
、
決
定
、
そ
し
て
実
施
が
、
外
部
世
界
と
の
間
の
相
互
作
用

を
経
て
、
再
び
新
し
い
政
策
の
立
案
を
必
要
と
し
、
歴
史
を
形
成
し

て
行
く
」
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。

　
論
文
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　　　第　　　　　序
第第第一第第第第第
三二一章五四三二一論
節節節　節節節節節

　
第
四
節

　
第
五
節

第
二
章

　
第
一
節

第
二
節

第第
四　三
　　　　ノヒぎ

即　艮口

北
朝
鮮
政
策
の
変
容
の
構
造

　
前
例
が
な
い
多
接
触
・
多
交
渉

　
「
無
視
・
強
硬
論
」
か
ら
「
拡
大
・
関
与
」
へ

　
北
朝
鮮
と
い
う
存
在
は
米
国
に
と
っ
て
何
か

　
論
文
の
構
成

　
研
究
方
法

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
安
全
保
障
政
策
と
北
朝
鮮
問
題

　
安
全
保
障
政
策
基
調
の
変
化
と
北
朝
鮮
問
題

　
大
統
領

　
国
家
安
全
保
障
会
議
と
国
家
安
全
保
障
担
当
補
佐

　
官

　
官
僚
政
治
の
プ
ロ
セ
ス

　
国
務
省

核
開
発
疑
惑
を
め
ぐ
る
米
国
の
北
朝
鮮
政
策
の
変
容

　
冷
戦
後
の
北
朝
鮮
認
識
と
北
朝
鮮
政
策
の
決
定
要

　
因

　
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
誕
生
と
北
朝
鮮
の
N
P
T
脱

　
退
宣
言

　
米
朝
直
接
会
談
の
受
容
と
対
話
の
質
的
変
化

　
米
朝
第
二
段
階
会
談
に
お
け
る
核
以
外
の
問
題
の

　
深
化
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　　　第　　　第　　　第
第第第五第第第四第第第三べ　 へ　　　　 　　 　　 　　　　　 カ　 ベ　 ベ　　　　 カ
ニ＿一早二＿一早二一一早節節節　節節節　節節節

節
四
節

　　　付終
第第第
三二一録章
節節節

米
朝
第
三
段
階
会
談
の
前
提
条
件

　
核
査
察
の
水
準
を
め
ぐ
る
攻
防

　
南
北
朝
鮮
の
核
対
話
と
特
使
交
換
問
題

　
対
北
朝
鮮
「
拡
大
関
与
」
政
策
の
兆
し

「
四
者
会
談
」
と
北
朝
鮮
政
策

　
米
朝
「
枠
組
み
合
意
」
と
ク
リ
ン
ト
ン
政
権

　
「
四
者
会
談
」
の
提
案
過
程

　
「
四
者
会
談
」
の
展
開
過
程

ペ
リ
ー
報
告
書
と
北
朝
鮮
政
策

　
北
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
内
外
環
境

　
地
下
核
施
設
疑
惑
と
ミ
サ
イ
ル
問
題

　
地
下
施
設
問
題
と
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
対
議
会
政

　
策

　
ミ
サ
イ
ル
問
題
と
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
対
議
会
政

　
策

要
約
と
結
論

南
北
首
脳
会
談
と
米
国
の
北
朝
鮮
政
策

　
ペ
リ
ー
報
告
以
後
の
米
朝
関
係

　
南
北
首
脳
会
談
と
米
国

　
趙
明
禄
・
国
防
委
員
会
第
一
副
委
員
長
の
訪
米
と

　
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
国
務
長
官
の
訪
朝

　
第
四
節

参
考
文
献

ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
訪
朝
へ
の
関
心

　
第
一
章
で
は
、
一
九
九
三
年
初
に
発
足
し
た
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の

対
北
朝
鮮
政
策
の
構
造
が
対
外
政
策
決
定
ス
タ
イ
ル
、
対
外
政
策
基

調
、
対
外
政
策
機
構
の
特
徴
を
中
心
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ

け
著
者
が
注
目
し
た
の
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
冷
戦
終
焉
後
出
帆

し
た
最
初
の
政
権
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
国
際

政
治
環
境
の
変
化
が
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
対
外
政
策
成
立
過
程
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
が
北
朝
鮮
問
題
に
対
す
る
対
応
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ま

ず
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
対
外
問
題
に
関
す
る
当
初
の
関
心
と
政

策
優
先
順
位
が
前
政
権
の
そ
れ
と
比
べ
著
し
く
低
か
っ
た
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
大
統
領
を
補
佐
す
る
対
外
政
策
チ
ー
ム
の
立
場
が

必
ず
し
も
強
力
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
、
対
外

政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
国
家
安
全
保

障
担
当
補
佐
官
と
国
務
長
官
に
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
レ
イ
タ
と
ウ
ォ
ー
レ

ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
が
任
命
さ
れ
た
が
、
両
氏
が
共
に
「
政
策
主

導
型
」
で
は
な
く
、
「
和
解
調
整
型
」
と
み
ら
れ
た
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
、
著
者
は
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
当
初

の
対
外
政
策
が
前
政
権
に
比
べ
て
創
造
性
を
欠
い
て
い
た
と
判
断
し
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て
い
る
。

　
対
外
政
策
の
基
調
に
お
い
て
は
、
民
主
党
出
身
ら
し
く
、
ク
リ
ン

ト
ン
大
統
領
は
理
想
主
義
に
立
脚
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
問
題
の
解
決
に

深
い
関
心
を
寄
せ
、
民
主
主
義
の
拡
大
、
核
拡
散
防
止
、
人
権
保
護

な
ど
に
政
策
の
重
点
を
置
く
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
対

外
政
策
組
織
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
に
合
わ
せ
た
形
で
見
直
さ
れ
、

そ
れ
を
担
当
す
る
部
署
が
新
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
国
務
省
の
運
営
に

つ
い
て
も
、
担
当
地
域
・
国
と
の
関
係
に
関
心
を
支
払
う
地
域
局
中

心
の
政
策
立
案
か
ら
脱
皮
し
、
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
強
調
す

る
機
能
局
の
役
割
が
拡
大
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
組
織
変
更
が
、
す

で
に
指
摘
し
た
対
外
政
策
に
対
す
る
低
い
関
心
度
、
政
策
プ
レ
イ
ヤ

ー
の
優
柔
不
断
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
「
国
単
位
の
政
策
」

の
成
立
を
難
し
く
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
北
朝
鮮
政
策
に

関
す
る
限
り
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
初
期
の
政
策
は
冷
戦
時
代
の
政
策

と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
武
力
衝
突
の
防
止
、
抑
止
力
の

維
持
、
非
核
化
な
ど
、
歴
代
政
権
の
北
東
ア
ジ
ア
安
保
政
策
お
よ
び

グ
ロ
ー
バ
ル
政
策
の
一
部
を
継
続
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ

ば
、
外
交
交
渉
を
含
む
、
新
し
い
北
朝
鮮
政
策
が
立
案
さ
れ
る
よ
う

な
条
件
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
指
摘
し
た
諸
点
は
、
大
統
領
就
任
と
ほ
ぽ
同
時
に
発
生
し
た

北
朝
鮮
問
題
に
対
応
す
る
過
程
で
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
な
ぜ
北
朝

鮮
と
い
う
特
定
の
国
を
取
り
扱
う
の
で
は
な
く
、
核
拡
散
防
止
と
い

う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
目
標
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
対
応
し
よ
う
と
し
た
の

か
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
北
朝
鮮
の
核
兵
器
開
発
疑

惑
と
N
P
T
（
核
拡
散
防
止
条
約
）
か
ら
の
脱
退
は
ク
リ
ン
ト
ン
政

権
の
対
外
政
策
基
調
そ
の
も
の
に
対
す
る
大
き
な
挑
戦
で
は
あ
っ
た

が
、
ク
リ
ン
ト
ン
新
政
権
と
し
て
は
、
新
し
い
政
策
の
立
案
を
可
能

に
す
る
よ
う
な
条
件
、
例
え
ば
北
朝
鮮
が
要
求
す
る
米
朝
直
接
交
渉

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
組
織
的
お
よ
び
政
策
的
な
体
制
を

も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
ま
た
、
米
国
の
政
策
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
い
ま

一
つ
の
要
因
と
し
て
、
長
期
間
に
わ
た
る
敵
対
関
係
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
米
政
府
内
の
北
朝
鮮
に
対
す
る
根
深
い
不
信
と
否
定
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
敵
対
的
な
既
存
イ
メ
ー
ジ
が

存
在
し
た
た
め
に
、
北
朝
鮮
が
N
P
T
か
ら
脱
退
し
た
瞬
間
、
ク
リ

ン
ト
ン
政
権
は
ほ
ぼ
自
動
的
に
強
硬
な
対
応
を
選
択
し
た
と
説
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
北
朝
鮮
が
数
次
に
わ
た
っ
て
要

求
し
た
米
国
と
の
直
接
交
渉
も
、
初
期
の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
と
っ

て
、
十
分
な
検
討
の
対
象
に
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
一
九
九
三
年
三
月
の
北
朝
鮮
の
核
拡
散

禁
止
条
約
（
N
P
T
）
脱
退
宣
言
か
ら
一
八
九
四
年
の
米
朝
枠
組
み

合
意
に
至
る
政
策
決
定
過
程
が
政
策
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
役
割
を
中
心
に
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分
析
さ
れ
て
い
る
。
最
も
興
味
深
く
、
ま
た
新
鮮
で
あ
る
の
は
、
著

者
が
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
発
足
時
に
み
ら
れ
た
政
策
決
定
機
構
上
層
部

の
長
期
に
及
ぶ
人
事
的
な
空
白
に
着
目
し
、
そ
の
こ
と
が
下
層
部
に

大
き
な
自
由
裁
量
権
を
与
え
、
初
期
の
政
策
形
成
に
重
大
な
影
響
を

与
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
北
朝
鮮

の
核
開
発
疑
惑
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
上
層

部
政
策
決
定
者
と
は
異
な
り
、
カ
ー
リ
ン
、
カ
ー
ト
マ
ン
、
ハ
バ
ー

ド
、
キ
ノ
ネ
ス
な
ど
、
国
務
省
下
層
部
の
穏
健
派
は
北
朝
鮮
問
題
を

冷
戦
終
結
後
に
登
場
し
た
新
し
い
地
域
問
題
と
し
て
理
解
す
る
傾
向

を
も
っ
て
い
た
。
と
く
に
キ
ノ
ネ
ス
は
北
朝
鮮
側
と
頻
繁
に
接
触
し

な
が
ら
、
そ
の
意
図
を
正
確
に
読
み
取
ろ
う
と
努
力
し
た
し
、
カ
ー

ト
マ
ン
課
長
も
キ
ノ
ネ
ス
の
立
場
を
擁
護
し
た
。
そ
の
結
果
、
上
層

部
の
政
策
決
定
者
が
着
任
す
る
ま
で
に
、
す
で
に
北
朝
鮮
と
の
直
接

対
話
と
い
う
政
策
の
方
向
性
が
相
当
程
度
ま
で
固
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
著
者
は
、
当
時
の
政
策
決
定
に
参
加
し
た
多
く
の
人
物
と

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
そ
の
こ
と
を
実
証
し
た
。

　
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
強
硬
派
の
反
発

も
激
し
か
っ
た
。
上
層
部
政
策
決
定
者
の
人
事
的
な
空
白
が
埋
め
ら

れ
、
交
渉
が
中
盤
に
は
い
る
と
、
下
層
部
の
穏
健
派
は
常
に
強
硬
派

の
反
撃
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
に
一
見
す
る
と
政
策
の

一
貫
性
に
欠
け
る
と
い
う
場
面
も
し
ば
し
ば
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
と
き
に
政
府
内
上
層
部
で
沈
黙
し
て
い
た
穏

健
派
が
力
を
発
揮
し
始
め
た
。
穏
健
派
で
議
会
内
に
幅
広
い
人
脈
を

も
つ
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
リ
ー
が
一
九
九
四
年
三
月
に
新
し
い
国
防
長

官
と
し
て
任
命
さ
れ
た
し
、
四
月
に
は
北
朝
鮮
と
の
交
渉
担
当
者
で

あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ガ
ル
ー
チ
次
官
補
が
核
問
題
専
任
担
当
大
使
に
任

命
さ
れ
た
。
ガ
ル
ー
チ
の
大
使
任
命
に
よ
っ
て
、
北
朝
鮮
問
題
は
国

務
省
内
の
複
雑
な
報
告
ラ
イ
ン
を
飛
び
越
え
、
大
統
領
な
い
し
大
統

領
安
全
保
障
補
佐
官
ま
で
直
接
報
告
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
著
者
は
ガ
ル
ー
チ
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
地
域
担
当
官
の
穏

健
路
線
を
背
景
に
、
そ
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
ガ
ル
ー
チ
大
使
が

穏
健
な
政
策
を
上
層
部
に
具
申
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
国
務

省
の
下
層
部
で
開
始
さ
れ
た
新
し
い
穏
健
な
政
策
が
上
層
部
の
積
極

的
な
支
援
を
獲
得
し
て
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
と
第
五
章
で
は
、
一
九
九
四
年
の
米
朝
「
枠
組
み
合
意
」

以
降
の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
北
朝
鮮
政
策
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
著

者
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
枠
組
み
合
意
」
を
達
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
実
は
北
朝
鮮
問
題
に
終
止
符
を
打
と
う
と

し
て
い
た
。
交
渉
の
目
的
で
あ
っ
た
「
核
開
発
の
凍
結
」
が
一
応
達

成
さ
れ
た
し
、
北
朝
鮮
と
の
関
係
改
善
は
そ
れ
ほ
ど
急
ぐ
べ
き
も
の

と
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

思
惑
は
完
全
に
裏
切
ら
れ
た
。
一
九
九
四
年
末
の
中
間
選
挙
の
結
果
、
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共
和
党
多
数
の
議
会
が
成
立
し
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
北
朝
鮮
政
策

に
多
く
の
批
判
が
集
中
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
当
に
異
例
の

事
態
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
第
四
章
の
「
四
者
会
談
」
や
第
五
章
の

「
ペ
リ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
を
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
議
会
対
策
と
い

う
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
事
実
、
議
会
は
様
々
な
条
件
を
提
示

し
、
北
朝
鮮
と
の
「
枠
組
み
合
意
」
を
破
綻
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
他

方
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
議
会
の
要
求
を
で
き
る
だ
け
満
足
さ
せ

つ
つ
、
核
疑
惑
の
解
消
、
ミ
サ
イ
ル
開
発
・
売
却
・
輸
出
の
中
止
な

ど
の
問
題
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
に
表

面
化
し
た
地
下
核
施
設
疑
惑
に
つ
い
て
も
当
該
施
設
へ
の
立
ち
入
り

調
査
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
し
、
ミ
サ
イ
ル
問
題
に
つ
い
て
も
テ
ポ

ド
ン
ニ
号
の
発
射
を
留
保
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

「
枠
組
み
合
意
」
に
対
す
る
最
大
の
挑
戦
は
米
国
の
外
側
に
で
は
な

く
、
内
側
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
章
で
は
ま
た
、
米
国
の
北
朝
鮮
政
策
決
定
過
程
で
重
要

な
役
割
を
果
し
た
韓
国
フ
ァ
ク
タ
ー
の
変
化
を
扱
っ
て
い
る
。
ク
リ

ン
ト
ン
政
権
は
在
任
中
、
二
人
の
極
端
に
違
う
韓
国
大
統
領
を
経
験

し
た
。
政
権
第
一
期
に
は
金
泳
三
大
統
領
を
相
手
に
し
た
が
、
金
泳

三
政
権
の
一
貫
性
の
な
い
北
朝
鮮
政
策
や
対
米
不
信
は
米
国
政
府
に

と
っ
て
頭
痛
の
種
で
あ
っ
た
。
金
泳
三
大
統
領
は
世
論
に
敏
感
で
あ

り
、
北
朝
鮮
問
題
で
自
ら
が
主
導
権
を
握
ろ
う
と
し
た
。
ク
リ
ン
ト

ン
政
権
は
徐
々
に
韓
国
を
説
得
し
、
「
枠
組
み
合
意
」
を
達
成
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
が
、
南
北
対
話
の
不
調
に
不
満
を
も
つ
韓
国
政
府

は
米
国
議
会
共
和
党
の
対
北
朝
鮮
強
硬
論
に
便
乗
し
、
ク
リ
ン
ト
ン

批
判
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
韓
国
政
府
に

「
四
者
会
談
」
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

よ
う
な
難
し
い
事
態
を
収
束
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
他
方
、
金
大

中
政
権
の
誕
生
は
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
に
と
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
。

大
統
領
就
任
後
、
金
大
中
氏
は
北
朝
鮮
に
対
す
る
「
太
陽
政
策
」
を

表
明
し
、
ク
リ
ン
ト
ン
の
「
関
与
政
策
」
を
積
極
的
に
支
援
し
た
か

ら
で
あ
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
と
し
て
は
、
韓
国
政
府
と
の
緊
密

な
協
調
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
内
の
ク
リ
ン
ト
ン
批
判

の
論
拠
を
弱
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ペ
リ
ー

報
告
が
作
成
さ
れ
る
過
程
で
も
、
韓
国
政
府
の
立
場
が
最
大
限
に
反

映
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
論
文
末
尾
に
添
付
さ
れ
た
付
録
部
分
で
は
、
昨
年
六
月
の
南
北
首

脳
会
談
以
降
の
米
朝
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ペ
リ
ー
報
告
の
発

表
以
来
小
康
状
態
を
保
っ
て
い
た
米
朝
関
係
は
、
南
北
間
の
首
脳
会

談
の
開
催
に
よ
っ
て
新
た
な
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
金
正
日
総
書
記
の
特
使
で
あ
る
趙
明
禄
・
国
防
委
員
会
第

一
副
委
員
長
の
訪
米
と
そ
れ
に
続
く
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
国
務
長
官
の
訪

朝
、
そ
し
て
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
自
身
の
訪
朝
可
能
性
の
公
表
な
ど
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に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
米
朝
両
国
政
府
の
一
連
の
活
発
な
外
交
活
動

は
明
ら
か
に
南
北
首
脳
会
談
の
直
接
的
な
影
響
を
受
け
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
突
然
実
現
し
た
南
北
首
脳
会
談
と
北
朝
鮮
側
の
積
極
的
な

対
米
外
交
攻
勢
が
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
北
朝
鮮
政
策
を
再
度
活
性
化

さ
せ
る
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
南
北
和
平
プ
ロ
セ
ス
の

進
展
と
同
時
に
韓
国
内
で
高
ま
っ
た
在
韓
米
軍
批
判
（
例
え
ば
、
朝

鮮
戦
争
中
の
韓
国
避
難
民
虐
殺
疑
惑
、
ソ
ウ
ル
近
郊
の
米
軍
射
爆
場

で
の
住
民
被
害
、
ソ
ウ
ル
市
内
の
米
軍
基
地
か
ら
の
有
毒
物
質
垂
れ

流
し
）
に
起
因
す
る
反
米
感
情
の
高
ま
り
、
中
国
の
影
響
力
が
拡
大

す
る
可
能
性
に
つ
い
て
の
懸
念
、
南
北
和
平
の
さ
ら
な
る
急
進
展
、

西
欧
主
要
諸
国
に
よ
る
北
朝
鮮
承
認
の
動
き
な
ど
が
米
国
の
イ
ニ
シ

ア
チ
ブ
を
低
下
さ
せ
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
最
後
に
、
本
論
文
の
特
徴
と
意
義
に
つ
い
て
評
価
し
て
み

た
い
。

　
第
一
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
米
国
の
朝
鮮
政
策
と
い
う
最
近
の

国
際
政
治
の
分
析
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
論
文
は
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
と
明
確
な
一
線
を
画
し
て
、
十
分
に
学
術
的
で
あ
る
。
昨
年

末
の
米
国
大
統
領
選
挙
以
後
、
こ
の
時
期
の
米
朝
関
係
を
取
り
扱
う

出
版
物
が
散
見
さ
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
の
取
材
や
当
事
者
の
回
顧
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
必

ず
し
も
包
括
的
か
つ
客
観
性
を
も
つ
分
析
性
な
研
究
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
世
界
的
に
み
て
も
、
本
論
文
は
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の

北
朝
鮮
政
策
の
形
成
と
変
容
を
学
術
的
に
分
析
・
整
理
し
た
最
初
の

研
究
の
一
つ
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
を
詳
述
す
る
な
ら
ば
、
本
論
文
に
よ
っ
て
、
著
者
は
米

国
の
北
朝
鮮
政
策
決
定
を
政
策
決
定
過
程
理
論
の
視
点
に
立
脚
し
な

が
ら
、
マ
ク
ロ
的
な
分
析
と
ミ
ク
ロ
的
な
分
析
の
双
方
を
錯
綜
さ
せ

て
立
体
的
に
解
明
し
た
。
そ
の
結
果
、
冷
戦
終
結
後
、
ク
リ
ン
ト
ン

政
権
の
下
で
従
来
の
冷
戦
的
な
政
策
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か

が
、
政
策
内
容
だ
け
で
な
く
、
決
定
過
程
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
的
確

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
政
権
発
足
時
の
上
層
部
政
策
決
定

者
の
人
事
的
な
空
白
が
下
層
レ
ベ
ル
に
お
け
る
脱
冷
戦
政
策
の
推
進

を
可
能
に
し
、
や
が
て
ガ
ル
ー
チ
や
ペ
リ
ー
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
可

能
に
し
た
と
の
指
摘
は
、
既
存
の
研
究
の
盲
点
を
衝
く
も
の
で
あ
り
、

十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
政
策
プ
レ
イ
ヤ
ー

間
の
相
互
作
用
、
政
策
決
定
過
程
で
配
慮
し
た
国
内
外
要
因
、
従
来

の
政
策
と
の
関
連
性
が
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
本
論
文
の
作
成
過
程
で
、
著
者
は
米
国
政
府
が
公
表
し

た
一
次
資
料
、
北
朝
鮮
や
韓
国
で
発
表
さ
れ
た
公
式
文
献
そ
の
他
の

重
要
資
料
を
幅
広
く
収
集
し
た
だ
け
で
な
く
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
長
期

に
滞
在
し
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
政
策
決
定
者
た
ち
と
の
イ
ン
タ
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ビ
ュ
ー
を
繰
り
返
し
た
。
本
論
文
の
取
り
扱
う
テ
ー
マ
か
ら
み
て
、

そ
れ
は
必
須
的
な
作
業
で
は
あ
る
が
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

I
T
革
命
と
と
も
に
ア
ク
セ
ス
可
能
に
な
っ
た
各
種
の
情
報
と
と
も

に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
成
果
が
十
分
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
本

論
文
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
付
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
作
業

を
怠
ら
な
け
れ
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
テ
ー
マ
に
あ
え
て

学
術
的
に
挑
戦
し
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
実
証
し
た
こ
と
も
、
本
論
文
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
本
論
文
に
も
将
来
へ
の
課
題
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
本
論
文
が
考
察
し
た
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
北
朝
鮮

政
策
は
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
特
有
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
国
内
統
制
を

維
持
し
、
軍
事
力
を
背
景
に
、
恐
喝
と
求
愛
を
緒
綜
さ
せ
る
小
国
外

交
に
対
す
る
米
国
の
政
策
と
し
て
一
般
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
の

か
は
、
今
後
の
研
究
の
成
果
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意

味
で
は
、
新
た
に
誕
生
し
た
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
北
朝
鮮
政
策
が
注
目

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
と
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
政

策
を
比
較
し
て
検
討
し
た
と
き
に
、
著
者
の
研
究
も
よ
り
大
き
な
視

野
の
下
で
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
、
し
か
も
よ
り
厳
密
に
展
開
さ

れ
う
る
だ
ろ
う
。

　
張
済
国
君
が
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
は
そ
の
よ
う
な
将
来
の
課

題
を
残
し
て
い
る
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
な
大
き
な
業
績
か
ら

み
て
、
そ
の
こ
と
は
決
し
て
本
論
文
の
価
値
を
大
き
く
減
ず
る
も
の

で
は
な
い
。
我
々
審
査
員
↓
同
は
張
済
国
君
に
博
士
（
法
学
）
（
慶

慮
義
塾
大
学
）
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

平
成
二
二
年
七
月
二
二
日

主
査

副
査

副
査

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

小
此
木
政
夫

久
保
　
文
明

赤
木
　
完
爾
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